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（仮称）中山駅南口地区第一種市街地再開発事業 
第２分類事業判定届出書に関する指摘事項等一覧 

 
 

項目 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取り扱い 

事業計画 

建物が建設されることによっ
て増加する排水量が下水道の本
管に影響を与えることはないか。 

［１/16審査会］ 

【事務局から説明】 
本市の土木事務所や環境創

造局の下水道管の保全を所管
する部署が事業者と協議し、
技術的な見地から必要な対応
がとられることとなってい
る。 

［１/16審査会］ 

 
説明済 
［１/16審査会］ 

雨水の利用について、利用した
雨水は下水道へ排水する仕組み
になっているのか。 

［１/16審査会］ 

雨水を灌水等に利用する予
定であり、排水先は公共下水
道で、直接的な公共用水域へ
の放流はない。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

非常に激しい集中豪雨があっ
た場合でも、雨水貯留槽の容量は
大丈夫か。 

［１/16審査会］ 

周辺へ影響が無いように雨
水貯留槽の容量を確保するこ
とで、今後、横浜市と協議し
ていく。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

現地視察の際に一般車両も多
く見られたので、キスアンドライ
ド※のスペースが必要だと思う
が、どのように配慮されている
か。 

［１/16審査会］ 
 

※自家用車で駅まで送迎すること 

駅前広場に一般車両の乗降
場を設ける。工事中に整備す
る仮交通広場にもキスアンド
ライドのスペースを確保しな
ければならないと考えてい
る。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

仮交通広場のレイアウトはど
の段階で示せるか。 

［１/16審査会］ 

仮交通広場でどのようにバ
ス等のスペースを確保するか
の詳細検討はできていない。
今後、横浜市と調整していく。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

一般車両の乗降場について、現
状で何台くらいキスアンドライ
ドの車両が来ているか調査した
上で、必要なスペース等を見積も
ると良い。    

［１/16審査会］ 

キスアンドライドの台数
は、朝の観測で約 100 台。仮
交通広場も現状に対応できる
ように整備をしていく。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 
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事業計画 

駅前広場が、地震時等の帰宅困
難者の一時待機スペースとして
位置付けられているが、例えば駅
で乗換客の帰宅困難者が出た場
合に、施設内で受入れる考え方も
必要になると思う。現状でどのよ
うに考えているか。 

［１/16審査会］ 

備蓄品が十分かどうかは別
として、外から来る人にも対
応可能なスペースを確保する
ように計画している。一時待
機スペースは、横浜市と協議
になるが、駅前の歩行者広場
や駅前広場で対応可能と考え
ている。建物内でどこを一時
待機スペースとして検討でき
るかは、今後の設計で再度整
理させていただきたい。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

【審議での指摘】 
現状で計画容積率は指定容積

率ギリギリの計画か。 
［１/16審査会］ 

【横浜市が説明】 
指定容積率は 400％だが、

高度利用地区の都市計画決定
を受けることで 450％になる
予定。現状は 400％をわずか
に超える計画である。 

［１/16審査会］ 

 
説明済 
［１/16審査会］ 

【審議での指摘】 
ある程度施設の用途分けをし

て建築物の高さを決めると思う
が、容積率の協議が入った上での
施設用途なのか。 

［１/16審査会］ 

【横浜市が説明】 
その通りである。 

［１/16審査会］ 

 
説明済 
［１/16審査会］ 

地域の概況 
地域特性 

浸水のハザードマップは内水、
外水どちらなのか。 

［１/16審査会］ 

後日回答する。 
［１/16審査会］ 

補足資料１で説明 
［今回］ 

日影 

【審議での指摘】 
日影について、北側に住宅があ

ることをどう考えるのかが、気に
なる。 

［１/16審査会］ 

【事務局から説明】 
北側に対する日影の影響

は、等時間日影図に示されて
いる。線路の北側は住宅系用
途地域で４時間、2.5 時間日
影は掛からないとのことであ
り、建築基準法の日影規制に
ついてはクリアされていると
聞いている。 

［１/16審査会］ 

 
説明済 
［１/16審査会］ 

風害 

風害シミュレーションの結果、
特段の問題は無いとのことだが
後々、突風のような事象が生じた
場合に対応策がとられやすいよ
うな形になっているか。 
現況を「風通しがよい立地」と

評価しているが、突風のような事
象についての記述があってもい
いのではないか。 

［１/16審査会］ 

防風対策としての植栽を入
れていないシミュレーション
結果であり、今後植栽を入れ
ることによって突風対策をと
ることや、高層棟の低層部に
防風壁を立てることも検討で
きると思う。 
今後、計画を詰める中で、

再度風害シミュレーションを
行い、適切な対策をとること
を検討する。 

［１/16審査会］ 

補足資料２で説明 
［今回］ 
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地盤 

地盤沈下対策について、山留・
掘削工事を行う際、建設現場では
地下水位を下げる一方で、周辺の
地下水位を下げない対策が必要
になると思う。具体的にどのよう
な工法を使う予定なのか。 

［１/16審査会］ 

山留工事に遮水性の高いＳ
ＭＷ工法の採用を検討してい
る。工事中及び竣工後も敷地
内、建物内に流入しないよう
な対策を取る。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

現状の地下水位の高さはわか
っているのか。地下掘削する際に
は、掘削する現場は地下水位を下
げても良いが、周辺の地下水位を
変えないようにしてほしい。 

［１/16審査会］ 

過去に計画区域の一部で実
施したボーリング調査３地点
のうち、 
No.１の地点で GL-0.85ｍ、
No.２の地点で GL-1.0ｍ、 
No.３の地点で GL-2.1ｍに 
自然水位が確認されている。 

 ［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

地下水位としては、河川も近い
ため、すごく浅いのだと思う。 
周辺の地下水位が高い状態で、

計画地の掘削工事で地下水位を
低下させると、周辺の地下水位も
下がる可能性がある。どのような
工法を用いて地下水位の低下を
防ぎ、周辺の地盤沈下を抑えるか
ということはもう少し具体的に
説明してほしい。 

［１/16審査会］ 

後日回答する。 
［１/16審査会］ 

補足資料３で説明 
［今回］ 

液状化マップに「元禄型関東地
震」とあるが、これはどのような
地震なのか。 

［１/16審査会］ 

【他の委員から補足】 
元禄型関東地震は、当該地

区で最も強い揺れが予想され
る地震のようであり、それを
使って地震の強さを想定して
おけばおそらく大丈夫だとい
うことだろう。 

［１/16審査会］ 

 
説明済 
［１/16審査会］ 

液状化する可能性がある地域
と、地形上の構造とどう関係して
いるかデータがあるか。 

［１/16審査会］ 

【他の委員から補足】 
液状化判定は、地震でどれ

くらい揺れるかと、地盤の条
件で決まる。 
東日本大震災では、PL 値が

10 を超えている場所でいく
つか液状化した場所がある。
この場所の PL値は０＜PL≦
５であるため、東日本大震災
レベルでは液状化しないと思
う。PL 値は、安全側の判定を
下す特徴があるので、PL値が
10 を超えている場合に液状
化する可能性が出てくるくら
いに捉えればよいだろう。 

［１/16審査会］ 

 
説明済 
［１/16審査会］ 
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地盤 

【審議での指摘】 
100ｍ級の建物を建てるにあ

たって、基礎構造としても相応の
大きさのものを作るとなれば、地
盤の掘削工事が必要になり、周辺
の地下水位も低下させる可能性
がある。計画建物を建てることに
よって、周辺の建物が傾いたり、
沈下したりするおそれがないと
いうことが現状では確認できな
いので、周辺の地下水位を低下さ
せないとか、地盤沈下を起こさな
いというようなことを確認する
ことがやはり必要である。  

［１/16審査会］ 

 
1/16 審査会後、事務局から

事業者に申し伝えた。 
［１/16審査会］ 

 
補足資料３で説明 

［今回］ 

地域社会
（歩行者の安全） 

歩行者の安全確保について、朝
のピーク時の歩行者数を踏まえ
て歩行者通路の幅員を十分に確
保するとのことだが、この道路は
通学路にはなっていないのか。 

［１/16審査会］ 

通学路又はスクールゾーン
にはなっていない。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

歩行者通路の幅員を確保する
こと以外にも安全対策を万全に
してもらいたい。 

［１/16審査会］ 

交通誘導員を適切に配置
し、場合によっては誘導員の
人数を増やす等、工事に際し
ては適宜対応していく。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

工事用車両の出入りは朝の８
時から何時までか。 

［１/16審査会］ 

夕方の５時までである。 
［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

歩行者の安全確保に万全を期
すという情報が、周辺を利用され
る方にとって安心につながる情
報なので積極的に発信してほし
い。 

［１/16審査会］ 

承知した。 
［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

仮交通広場を設ける際は、駅前
でバスを待つ行列が施工区域に
はみ出すことがないか、バス到着
時の駅に向かう歩行者の流れで、
大きな波が来た時に安全に歩行
者を通行させることができるか
といった点にも配慮して計画し
てほしい。 

［１/16審査会］ 

最大約 70 人のバス待ち行
列を把握しており、将来の駅
前広場は、十分に歩行者空間
やスペースを確保する計画に
している。仮交通広場もバス
待ちのスペースを十分に確保
するよう横浜市と調整しなが
ら進めたい。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 
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地域社会
（交通混雑） 

交差点需要率は限界需要率を
下回るとの記載があるが、需要率
の数値を図中に示せないか。 

［１/16審査会］ 

第２分類事業判定届出書添
付資料の資-20 ページに数値
を記載している。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

すべての工事用車両が北西側
から入ってくるのか。主要な道路
はむしろ南東側に多く、南東側か
ら入るルートも検討した方が良
いのではないか。その場合には右
折させる必要があるので、交差点
の右折に支障がないかどうかも
あわせて検討が必要である。 

［１/16審査会］ 

南東側から入るルートは台
村町交差点の右折信号現示が
現状では短いため、工事用車
両を入れるのは難しいと考え
ている。工事用車両はコント
ロールが効くと思うので、基
本は北西側から入ることを考
えている。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

工事用車両のルートはある程
度コントロールできると思うが、
迂回する等して北西側から入っ
てくるルートも検討してもらい
たい。 

［１/16審査会］ 

承知した。 
［１/16審査会］ 

補足資料４で説明 
［今回］ 

工事の作業に伴って待機する
工事用車両が出てくると思うが、
路上で待機しないように十分な
待機スペースを施工区域内に確
保するよう検討してほしい。 

［１/16審査会］ 

今後、事業を進める中で施
工計画を詳細化する。工事用
車両の待機場所も含め、十分
に工事ヤードを確保して周辺
道路に影響がないような計画
にする必要があると認識して
いる。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

供用後の関係車両による交通
混雑について、どのように考えて
いるか。 

［１/16審査会］ 

いずれの交差点も交差点需
要率を下回り、車線混雑度も
1.0 を下回るという予測結果
が出ている。後日、計画段階
における警察協議の資料をお
示しする。 

［１/16審査会］ 

補足資料５で説明 
［今回］ 
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景観 

昔の面影を残すような考え方
を景観に取り入れると、地域の
方々に馴染みやすい気がする。 

［１/16審査会］ 

Ｂ敷地の線路沿いの歩行者
用通路に面して名残的に夜間
飲食のゾーンを施設計画上で
残していければと検討してい
る。また、現状の駅前広場を
歩行者広場として駅前の顔を
残し、中山駅前で 30 数年に
わたり開催している「中山ま
つり」という地域のお祭りを
継承する場所としても残すこ
とを検討している。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

景観や圧迫感の観点から３案
の比較検討をしており、圧迫感は
建物の高さと幅、景観はシンボル
性として建物の高さの問題で限
定して評価しているが、必ずしも
そうではないと思う。デザインが
地域性を表してくるところを景
観として高く評価するべきでは
ないか。 
何を基準にして評価したのか

について、もう少しきちんと書く
と良い。 

［１/16審査会］ 

今後の検討で、地域性につ
いても配慮する。 
評価基準について、圧迫感

は建物の高さと幅で３案を評
価した。景観は、シンボル性
と記載しているが、建物形状
がシンプルな形かどうかもあ
わせて見ている。板状住宅案
の場合、周辺への日影の影響
もあり階段状の構成にならざ
るを得ないが、それに対して
タワー形状は、建物形状とし
てはシンプルな形になる。そ
の辺もあわせてシンボル性と
いうことで評価した。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

市街地再開発事業は各地で実
施されているが、この地域ならで
はの、ということをどう作り上げ
ていくか重要な点である。 

［１/16審査会］ 

この地域ならでは、という
ことで、30 年以上お祭りの空
間として使ってきた経緯もあ
る現在の駅前広場を将来的に
は歩行者空間として再生す
る。それから拡幅されるが、
北八朔南部 491号線の商店街
通りの賑わいを計画後も存続
していくことが、重要になる
と思う。 

［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

景観について、遠景から眺めた
場合を評価されているが、中山駅
方向からタワーを眺めたときと、
地形的に高くなっている台村町
方面から眺めたときでは景観が
異なる。そういった地形の特徴も
踏まえて、実施設計でファサード
やテクスチャー等で工夫してい
ただきたい。 

［１/16審査会］ 

承知した。 
［１/16審査会］ 

説明済 
［１/16審査会］ 

 


